
個人情報ファイルの名称 水道給水事務ファイル 

行政機関等の名称 菊川市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

生活環境部水道課 

個人情報ファイルの利用目的 水道の給水台帳を整備し、記録するため 

記録項目 

１給水申込住所、２給水装置所有者住所・３所有者氏名、

４所有者電話番号、５開始日、６開始理由、７水道料金納

入方法、８休止日、９休止理由、10転居先又は連絡先住

所、11水道料金清算方法 

記録範囲 水道の給水を開始・中止する者 

記録情報の収集方法 本人から給水届を受領し収集した。 

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名 称）菊川市役所生活環境部水道課 

（所在地）〒437-1507 静岡県菊川市赤土1503番地 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    有 ☐無 ☐法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

備   考 ― 

 



個人情報ファイルの名称 水道給水装置工事事務ファイル 

行政機関等の名称 菊川市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

生活環境部水道課 

個人情報ファイルの利用目的 
水道の給水装置工事を行うための内容を記録し台帳を整備

するため 

記録項目 

１装置番号、２自治会名、３施行箇所、４施主住所・氏

名、電話番号、５用途区分、６メーター器サイズ・戸数、

７受水槽設置状況、８給水戸数人数、９変更内容、10指定

装置工事主任技術者、11工事着手日、12完了日、13検査希

望日、14完成年月日、15検査年月日、16手直し事項、17合

格年月日 

記録範囲 給水装置工事をする建物の所有者 

記録情報の収集方法 

指定給水装置工事事業者から給水装置工事承認申請書、給

水装置工事着手届、給水装置工事完了届を受領し収集し

た。 

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名 称）菊川市役所生活環境部水道課 

（所在地）〒437-1507 静岡県菊川市赤土1503番地 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    有 ☐無 ☐法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

備   考 ― 

 



個人情報ファイルの名称 水道料金及び下水道使用料減免事務ファイル 

行政機関等の名称 菊川市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

生活環境部水道課 

生活環境部下水道課 

個人情報ファイルの利用目的 漏水による水道料金及び下水道使用料減免処理のため 

記録項目 
１住所、２電話番号、３水道使用者氏名、４届出人氏名、

４漏水確認時期、５工事完了日、６漏水の理由 

記録範囲 上下水道使用者 

記録情報の収集方法 本人から減免申請書を受領し収集した。 

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名 称）菊川市役所生活環境部水道課 

（所在地）〒437-1507 静岡県菊川市赤土1503番地 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    有 ☐無 ☐法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

備   考 ― 

 



個人情報ファイルの名称 水道料金及び下水道使用料口座振替事務ファイル 

行政機関等の名称 菊川市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

生活環境部水道課 

生活環境部下水道課 

個人情報ファイルの利用目的 上水道料金・下水道使用料収納のため 

記録項目 

１座名義人住所・所在地、２口座名義人氏名・名称、３口

座名義人電話番号、４指定預貯金口座、５口座振替で納付

する者の氏名・名称、対象税目及び料金、６使用場所 

記録範囲 上下水道使用者 

記録情報の収集方法 
本人から口座振替納付依頼書・自動払込利用申込書を受領

し収集した。 

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名 称）菊川市役所生活環境部水道課 

（所在地）〒437-1507 静岡県菊川市赤土1503番地 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    有 ☐無 ☐法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

備   考 ― 

 



個人情報ファイルの名称 水道料金及び下水道使用料賦課徴収事務ファイル 

行政機関等の名称 菊川市長 

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称 

生活環境部水道課 

生活環境部下水道課 

個人情報ファイルの利用目的 水道料金及び下水道使用料を賦課徴収するため 

記録項目 

１給水場所、２使用者名称、３使用者生年月日、４使用者

電話番号、５使用人数、６届出人使用者との関係、７届出

人氏名、８届出人電話番号、９納付書送付先住所、11使用

開始日、11納入方法 

記録範囲 上下水道使用者 

記録情報の収集方法 
使用者本人または届出人から上下水道使用開始届を受領し

収集した。 

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨 

含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地 

（名 称）菊川市役所生活環境部水道課 

（所在地）〒437-1507 静岡県菊川市赤土1503番地 

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

法第60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 政令第21条第７項に該当

するファイル 

    有 ☐無 ☐法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

備   考 ― 

 


